
目黒の歳時記 【阿波踊り 目黒法人会連】
　昭和 39 年ごろ、当時の目黒銀座商店街・篠原理事長をはじめ数人の役員が高円寺の阿波おどりを見学に行
き、その素晴らしさに感激し是非我が商店街でもやってみようと思い、高円寺の役員の協力を得て昭和 41 年の
8 月、目黒銀座商店街で念願の記念すべき第一回阿波おどり大会を繰り広げました。
　鳴り物入りで始めた阿波おどりも８年間続いた所でいろいろな事情により残念ながら 16 年間もの長い間中止
となりましたが、再び平成２年に復活し、踊りのグループである「連」は参加数が 20 にもなります。
　目黒法人会では第３支部が中心となり平成 16 年より「目黒法人会連」を編成し、踊りと鳴り物を含め 80 名
もの方々が参加しています。外国の方も多く、本番に備えて行ってきた練習の成果を披露しています。今年は
８月４日㈯午後６時 30 分から開催されます。

広報

目黒法人会は、目黒税務署管内の企業及び目黒法人会の事業に賛助する方々が会員となり、

“税”を中心に地域企業の健全な発展、地域社会への貢献を目的として活動しています。
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目黒区内中学生の作品    　　 納税を　義務と思うな　未来の為に 　　

　

公
益
社
団
法
人
目
黒
法
人
会
第
２
回
通

常
総
会
が
６
月
12
日
㈫
に
目
黒
雅
叙
園
に

お
い
て
、
唯
木
目
黒
税
務
署
長
、
金
山
目

黒
都
税
事
務
所
長
、
青
木
目
黒
区
長
ほ
か
、

ご
来
賓
多
数
ご
臨
席
の
も
と
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

議
事
審
議
に
入
り
、
平
成
23
年
度
事
業
・

収
支
決
算
報
告
の
件
は
原
案
通
り
可
決
承

認
さ
れ
、
平
成
24
年
度
事
業
計
画
書
・
予

算
書
に
つ
い
て
報
告
し
、
会
員
の
皆
様
に

理
解
と
協
力
を
求
め
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
会
長
感
謝
状
贈
呈
が
行
わ
れ
、

会
員
勧
奨
に
功
績
が
あ
っ
た
、
第
10
支
部  

印
南 

勝
殿
、
第
11
支
部　

後
藤 

栄
太
殿
、

第
12
支
部　

藤
井 

圭
一
殿
並
び
に
大
同
生

命
保
険
株
式
会
社
渋
谷
支
社　

小
林 

貞
子

殿
、
三
角 

知
恵
殿
、
山
﨑 

雅
恵
殿
、
Ａ
Ｉ

Ｕ
保
険
会
社
東
京
第
一
Ｉ
Ｓ
オ
フ
ィ
ス
殿

が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
終
了
後
、
創
立
60
周
年
・
公
益

社
団
法
人
１
周
年
記
念
式
典
が
開
催
さ

れ
、
「
60
年
前
の
６
月
12
日
に
、
会
員
数

６
３
９
社
で
発
足
し
、
本
日
は
誕
生
日
に

あ
た
る
還
暦
の
記
念
式
典
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
51
年
１
月
に
社
団
法
人
の
認
可
、
そ

の
後
、
役
員
諸
氏
の
献
身
的
な
ご
協
力
に

よ
り
、
事
業
の
充
実
、
組
織
の
拡
大
強
化

が
図
ら
れ
、
平
成
23
年
４
月
１
日
に
は
公

益
社
団
法
人
の
認
定
を
受
け
、
今
日
の
目

黒
法
人
会
に
発
展
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ

も
偏
に
、
歴
代
役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様

の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
ご
尽
力
と
、
目
黒
税

務
署
、
目
黒
都
税
事
務
所
、
目
黒
区
並
び

に
ご
来
賓
各
位
の
温
か
い
ご
支
援
ご
協
力

の
賜
と
、
衷
心
よ
り
深
く
感
謝
の
意
を
表

す
る
次
第
で
す
。

　

こ
の
意
義
深
い
記
念
式
典
を
契
機
に
心

を
新
た
に
し
、
公
益
社
団
法
人
と
し
て
、

何
が
出
来
る
の
か
を
考
え
、
組
織
の
強
化

と
充
実
を
図
り
、
税
務
行
政
の
円
滑
な
る

運
営
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
会
員
企
業

の
た
め
に
、
税
制
改
正
の
要
望
を
は
じ
め

と
し
て
、
各
種
の
事
業
活
動
を
数
多
く
実

施
す
る
ほ
か
、
支
部
、
部
会
の
事
業
活
動

に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
、
地
域
会
員
と

の
親
睦
を
深
め
、
ま
た
、
福
利
厚
生
事
業

に
も
力
を
入
れ
て
い
き
ま
す
。
」
と
、
大

鷲
会
長
の
式
辞
か
ら
は
じ
ま
り
、
続
い
て
、

法
人
会
活
動
、
公
益
社
団
法
人
認
定
取
得

な
ど
、
会
の
運
営
に
多
大
の
貢
献
を
い
た

だ
き
ま
し
た
、
目
黒
税
務
署
、
目
黒
都
税

事
務
所
、
目
黒
区
、
目
黒
信
用
金
庫
の
４

団
体
並
び
に
目
黒
法
人
会
役
員
１
３
０
名

の
方
々
に
、
そ
の
ご
功
績
に
感
謝
の
意
を

表
す
る
た
め
、
会
長
よ
り
感
謝
状
を
贈
呈

さ
れ
ま
し
た

　

ご
来
賓
を
代
表
し
、
唯
木
目
黒
税
務
署

長
、
金
山
目
黒
都
税
事
務
所
長
並
び
に
青

木
目
黒
区
長
か
ら
御
祝
辞
を
い
た
だ
き
、

長
年
の
国
税
、
地
方
税
等
税
務
行
政
並
び

に
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
へ
の
理
解
と
協

力
へ
の
御
礼
と
法
人
会
の
発
展
を
ご
祈
念

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

通
常
総
会
・
創
立
60
周
年
・
公
益
社
団

法
人
１
周
年
記
念
式
典
終
了
後
、
祝
賀
会

が
開
催
さ
れ
、
ご
来
賓
を
代
表
し
て
、
第

20
代
目
黒
税
務
署
長
、
元
大
蔵
事
務
次
官
、

㈱
日
本
総
合
研
究
所
理
事
長
の
薄
井 

信
明

氏
並
び
に
東
京
税
理
士
会
目
黒
支
部
長
の

浅
井 

和
夫
氏
か
ら
ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
歴
代
署
長
を
は
じ
め
多
く
の
来
賓
、

会
員
で
会
場
が
埋
め
尽
く
さ
れ
、
ご
来
賓

と
会
員
、
会
員
相
互
の
情
報
交
換
・
交
流

が
活
発
に
行
わ
れ
、
和
気
藹
々
の
有
意
義

な
祝
賀
会
と
な
り
ま
し
た
。

公益社団法人１周年記念式典が
盛大に開催されました

第２回通常総会 ・創立 60 周年

第 20 代目黒税務署長薄井信明氏の祝辞
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目黒区内中学生の作品    　　 税金は　形を変えて　この町に 　　

Ⅰ
．
平
成
24
年
度
活
動
理
念

　

公
益
社
団
法
人
目
黒
法
人
会
は
、
「
法

人
会
の
基
本
的
指
針
」
に
則
り
、
納
税
意

識
の
向
上
、
会
員
企
業
の
研
鑽
、
地
域
社

会
へ
の
公
益
貢
献
を
図
り
、
公
益
法
人
と

し
て
の
使
命
を
達
成
す
る
た
め
、
一
体
と

な
っ
て
組
織
的
な
事
業
活
動
を
展
開
す
る
。

　

ま
た
、
法
人
会
の
目
的
・
使
命
を
達
成

す
る
た
め
、
事
業
活
動
に
お
い
て
は
、
原

点
で
あ
る
「
税
」
に
関
す
る
活
動
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
法
人
会
活
動
の
更
な

る
活
性
化
の
た
め
に
、
会
員
確
保
及
び
会

財
政
の
健
全
化
へ
の
対
応
に
一
層
力
を
注

ぎ
、
地
域
の
発
展
と
活
気
溢
れ
信
頼
さ
れ

る
法
人
会
の
確
立
を
め
ざ
す
た
め
に
、
以

下
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
諸
施
策
に
取
り

組
む
。

Ⅱ
．
基
本
方
針

１
．
納
税
意
識
の
向
上
と
税
知
識
の
普
及

に
資
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進

　

公
益
法
人
と
し
、
広
く
一
般
に
も
目
を

向
け
な
が
ら
、
納
税
意
識
の
向
上
と
税
知

識
の
普
及
に
資
す
る
た
め
の
施
策
を
講
じ

る
。
こ
の
た
め
、
税
制
関
連
の
研
修
・
講

話
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
有
益
な

資
料
を
作
成
す
る
等
に
よ
り
会
員
及
び
一

般
に
対
す
る
適
切
な
広
報
を
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
将
来
を
担
う
小
中
学
校
の
生
徒

に
対
す
る
租
税
教
育
の
充
実
に
努
め
る
ほ

か
、
「
税
を
考
え
る
週
間
」
へ
の
協
賛
行

事
を
積
極
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
税

務
当
局
と
の
連
絡
協
調
を
保
ち
、
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
通
じ
て
納
税
者
と
税
務
当
局
の

間
の
相
互
信
頼
・
理
解
の
醸
成
に
努
め
、

ま
た
、
広
く
税
務
知
識
の
普
及
を
通
じ
て

納
税
道
義
の
高
揚
を
図
り
、
公
正
な
税
制

と
円
滑
な
税
務
行
政
の
執
行
に
寄
与
す
る
。

さ
ら
に
、
ｅ
│
Ｔ
ａ
ｘ
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
普

及
の
た
め
に
、
税
務
当
局
及
び
税
務
関
連

団
体
等
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
電
子
申
告

の
意
義
の
重
要
性
を
訴
え
、
役
員
企
業

１
０
０
％
、
会
員
企
業
50
％
以
上
を
目
標

に
、
会
員
の
よ
り
一
層
の
利
用
率
向
上
に

努
め
る
。

２
．
税
制
に
関
す
る
調
査
研
究
と

要
望
活
動
の
推
進

　

健
全
な
納
税
者
団
体
と
し
て
、
中
小
企

業
の
租
税
負
担
の
軽
減
と
合
理
・
簡
素
化

及
び
適
正
な
税
制
確
立
の
た
め
、
会
員
の

要
望
意
見
を
徴
す
る
と
と
も
に
、
税
制
等

の
調
査
・
研
究
を
行
い
、
会
員
に
周
知
す

る
と
と
も
に
、
税
制
（
使
途
問
題
を
含
む
）

に
関
す
る
会
員
の
意
見
を
集
約
し
、
そ
の

意
見
が
税
制
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
関
係

機
関
に
対
し
要
望
活
動
を
展
開
す
る
。

　

意
見
の
集
約
に
あ
た
っ
て
は
、
国
税
と

と
も
に
地
方
税
に
関
す
る
要
望
等
に
つ
い

て
も
会
員
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
る
。

３
．
研
修
の
充
実
と

経
営
支
援
活
動
の
推
進

　

法
人
会
の
根
幹
事
業
で
あ
る
税
法
・
税

務
関
係
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
を
始
め
、
企
業

経
営
の
健
全
化
並
び
に
そ
の
向
上
発
展
に

資
す
る
た
め
に
、
多
岐
に
亘
る
研
修
・
セ

ミ
ナ
ー
の
開
催
強
化
を
積
極
的
に
努
め
る
。

そ
の
際
、
他
会
連
携
に
よ
る
広
域
的
開
催

な
ど
、
実
施
方
法
等
に
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
体
系
的
・
連
続
的
な
メ
ニ
ュ
ー
を
構

築
す
る
な
ど
、
研
修
内
容
の
充
実
を
図
る
。

　

な
お
、
会
員
企
業
に
加
え
て
一
般
に
も

対
象
を
広
げ
、
一
層
公
益
性
を
高
め
る
と

と
も
に
、
参
加
人
員
の
増
加
に
努
め
る
。

ま
た
、
企
業
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
を
踏

ま
え
、
か
つ
会
員
企
業
及
び
一
般
企
業
の

実
態
に
即
し
た
各
種
の
経
営
支
援
事
業
を

推
進
す
る
。

４
．
広
報
活
動
の
推
進

　

法
人
会
の
地
名
度
向
上
、
会
員
へ
の
会

活
動
の
周
知
、
会
員
勧
奨
の
た
め
の
広
報

活
動
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
公
益
法

人
と
し
て
、
広
く
一
般
に
対
し
て
の
税
の

啓
発
活
動
、
経
営
支
援
活
動
、
社
会
貢
献

活
動
等
の
推
進
に
努
め
る
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
誌
等
の
充
実
を

図
る
と
と
も
に
、
マ
ス
コ
ミ
に
ア
ピ
ー
ル

す
る
た
め
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
活
動
を
実
施

す
る
。
特
に
公
益
的
な
事
業
に
つ
い
て
は

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
含
め
広
報
活
動
を
積

極
的
に
行
う
。

５
．
社
会
貢
献
活
動
の
推
進

　

法
人
会
は
公
益
法
人
と
し
て
社
会
か
ら

の
信
頼
を
得
て
、
地
域
に
密
着
し
た
活
動

を
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
民
間
活

力
に
よ
る
社
会
へ
の
貢
献
が
重
要
な
課
題

に
な
る
こ
と
か
ら
、
組
織
力
を
十
分
に
活

か
し
、
積
極
的
か
つ
継
続
的
に
社
会
貢
献

活
動
を
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
地
球
温
暖
化
対
策
や
節
電
対
策

な
ど
環
境
分
野
の
問
題
に
つ
い
て
、
関
連

機
関
と
協
力
し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、

地
域
教
育
機
関
等
と
の
連
携
の
も
と
租
税

教
育
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

６
．
関
係
外
部
機
関
と
の
連
絡
協
調

　

東
京
国
税
局
、
目
黒
税
務
署
を
は
じ
め

と
し
た
税
務
関
係
諸
官
庁
お
よ
び
東
京
税

理
士
会
目
黒
支
部
を
は
じ
め
と
し
た
税
務

関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
協
調
は
、
税
に
関

す
る
事
業
を
基
本
と
す
る
法
人
会
に
と
っ

て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
り
、
よ
り
一
層
密
に
す
る
よ
う
努

め
る
。

　

ま
た
、
地
域
社
会
貢
献
活
動
の
実
施
に

あ
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
お
よ
び
地

域
関
係
諸
団
体
と
の
協
調
に
配
慮
す
る
。

７
． 

法
人
会
体
制
の
整
備

　

時
代
に
合
っ
た
組
織
運
営
体
制
が
常
に

望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
に
公
益
法
人

と
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
に
配
慮
し

つ
つ
、
諸
規
程
・
管
理
体
制
等
所
要
の
整
備

を
行
う
と
と
も
に
、
東
京
法
人
会
連
合
会
お

よ
び
他
会
と
の
連
携
強
化
に
努
め
る
。

　

ま
た
、
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
新
た
な
会
員

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
拡
充
、
効
率
的
な
事
務

運
営
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
整
備
を
図
る
と

と
も
に
、
個
人
情
報
の
管
理
の
徹
底
を
図

る
。

平
成
24
年
度
　
事
業
計
画
　
　
平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
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目黒区内中学生の作品    　　 税金で　世代をつなげ　若人よ 　　

　1　 法人税率の改正・復興特別法人税
　平成 23 年度税制改正の修正法が平成 23 年 12 月 2 日に公布・施行されたことから、平成 24 年 4 月 1
日以後に開始する事業年度から法人税率が 4.5％（中小法人に対する軽減税率は 3％）引き下げられること
になりました。
　なお、指定期間（平成 24 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間）内に最初に開始する事業年度
から 3 年間については、東日本大震災からの復興財源として復興特別法人税が課税されます。復興特別法人
税の税額は課税標準となるその事業年度の法人税額の 10％相当額とされます。
《法人税率の改正前後の比較》

改正前 改正後
年 800 万円
以下の所得

年 800 万円
超の所得

年 800 万円
以下の所得

年 800 万円
超の所得

中小法人以外 30％ 30％ 25.5％（28.05％） 25.5％（28.05％）
中小法人 18% 30％ 15％（16.5％） 25.5％（28.05％）

※中小法人とは、資本金又は出資金額が１億円以下の法人をいいます。また、上記表中の（　）書きは復興特別法人税を加算した税率
になります。

　2 　復興特別所得税
　平成 25 年分から平成 49 年分までの所得税に東日本大震災からの復興財源として復興特別所得税が課税
されます。復興特別所得税の税額はその年の源泉分離課税や申告分離課税を含むすべての所得税額の 2.1%
相当額とされます。

　3 　個人住民税の税率の特例
　個人住民税均等割について、地方公共団体が実施する防災施策費用の財源として平成 26 年度から平成
35年度までの道府県民税・市町村民税がそれぞれ500円ずつ引き上げられます。この結果、標準税率(税額)
は 5,000 円（改正前：4,000 円）になります。

　試験研究費の増加額に係る税額控除（増加型）又は平均売上金額の 10％を超える試験研究費に係る税
額控除（高水準型）を選択適用できる措置の適用期限が平成 26 年 3 月 31 日まで 2 年延長されます。

　エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却制度の対象となる太陽光発電設備及び風
力発電設備について、一定規模以上のものに限定した上で、平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31
日までの間に取得等をして 1 年以内に事業供用した場合には、初年度即時償却ができることとされます。

現 行 改正案
取得・事業供用時期 平成 23 年 6 月 30 日～平成 26 年 3 月 31 日  平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

特別償却限度額 取得価額× 30％ 取得価額－普通償却限度額
（注）中小企業者等については、取得価額の 7％相当額の税額控除との選択適用が可能です。

　　適用時期　　
　平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの間に取得し、事業供用したエネルギー環境負荷低
減推進設備等について適用されます。

　1　研究開発税制の延長

　2　環境関連投資促進税制の拡充

平成 23 年度 税制改正 平成 23 年 12 月 2 日公布

平成 24 年度 税制改正 平成 24 年 3 月 31 日公布
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目黒区内中学生の作品    　　 NO 税！　ではなく　納税を 　　

　中小企業者等が特定機械装置等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、対象
資産の範囲の見直しを行うとともに、その適用期限が平成 26 年 3 月 31 日まで 2 年延長されます。

《対象資産の範囲》
特定機械装置等 現 行 改正案

機械・装置 1 台 160 万円以上 同左

器具・備品
電子計算機、デジタル複合機

（複数台合計で 120 万円以上）
電子計算機、デジタル複合機

（複数台合計で 120 万円以上）
★デジタル複合機の範囲の見直し
★試験機器等を範囲に追加

ソフトウェア
貨物自動車
内航船舶

複数基合計で 70 万円以上
車両総重量 3.5t 以上

取得価額× 75％

同左
同左
同左

　　適用時期　　
平成 24 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの間に取得等をし、事業供用した特定機械装置等につ
いて適用されます。

　交際費等の損金不算入制度について、適用期限が平成 26 年 3 月 31 日まで 2 年延長されます。また、
中小法人（資本金 1 億円以下の法人）に係る損金算入の特例の適用期限が平成 26 年 3 月 31 日まで 2 年
延長されます。

　中小企業者等が 30 万円未満の少額減価償却資産を取得した場合の即時償却（合計額 300 万円が限度）
の適用期限が平成 26 年 3 月 31 日まで 2 年延長されます。

　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建
物、機械装置等への買換えについて、一定の買換資産の適用範囲の見直しを行った上、その適用期限が平
成 26 年 12 月 31 日まで 3 年延長されます。
　　適用時期　　
平成 24 年 1 月 1 日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合のその買換資産
について適用されます。

　

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限が平成 26 年 3 月 31 日まで 2 年延長されます。

譲渡益の範囲内で買換
資産の取得価額の 80％相当
額の課税を繰延べ

譲渡資産
国内にある所有
期間 10 年超の
土地等、建物、構築物

買換資産
国内にある土地
等、建物、構築
物、機械装置等

【土地等の範囲の改正】
特定施設（事務所等の一定の施設）
の敷地の用又は駐車場の用（一定の事情がある
もの）に供されるもので、その面積が 300 ㎡
以上のものに限定します。

《改正の概要》

　3　中小企業投資促進税制の拡充・延長

　4　交際費等の課税の特例の延長

　5　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の延長

  6　特定の資産の買換えの場合の課税の特例の延長・見直し

  7　使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の延長

買換え
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目黒区内中学生の作品    　　 みんなの税　みんなの思いが　国づくり 　　

東京都主税局ホームページ　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

都税事務所だより
ＬＥＤ照明器具が対象設備に追加されます

　東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の推進の一環として行う省エネルギー設備及び再生可能エ
ネルギー設備の取得を税制面から支援するため、法人事業税・個人事業税を減免しています。
　平成２４年７月１日に、中小企業者向け省エネ促進税制の対象設備（導入推奨機器）としてＬＥＤ照
明器具の指定が開始されます。ＬＥＤ照明器具は、平成２４年７月１日以後取得し、減免申請期限まで
に指定を受けたものが対象となります。
　なお、ＬＥＤのランプ交換は対象となりません。
　※指定を受けた導入推奨機器は、環境局のホームページで公表します。
【法人事業税の減免制度の概要】

対 象 者 「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者＊

＊資本金１億円以下の法人等

対象設備

次の要件を満たすもの
①温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
②省エネルギー設備＊及び再生可能エネルギー設備＊＊（減価償却資産）で、環境局が導入推
奨機器として指定したもの
＊空調設備、照明設備、小型ボイラー設備　＊＊太陽光発電システム、太陽熱利用システム

減 免 額
設備の取得価額（上限 2,000 万円）の２分の１を、取得事業年度の事業税額から減免
ただし、当期事業税額の２分の１を限度
※減免しきれなかった額は、翌事業年度等の事業税額から減免可

対象期間 平成２２年３月３１日から平成２７年３月３０日までの間に終了する各事業年度に設備を取
得し、事業の用に供した場合に適用

減免手続
減免を受けるためには、事業税の申告納付期限（申告期限の延長承認を受けている場合は、
延長後の申告期限）までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。申請期限を過ぎ
ますと減免を受けることができませんのでご注意ください。

※　個人事業税にも同様の減免制度がありますが、対象期間等が異なります。個人事業税は、前年の所得に対して
翌年度に課税されますので、平成 24 年中に対象設備を設置した場合、平成 25 年度の課税分から減免の対象と
なります。

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）で電子納税！！ とても便利です
　法人事業税・都民税、地方法人特別税及び事業所税は、電子申告、電子申請・届出に加え、電子納税
のサービスもご利用できます。
　詳しくはｅ LTAX ホームページ http://www.eltax.jp/ またはヘルプデスク ( ☎ 0570-081459）へ
お問い合わせください。

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください
　

　詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。

申請の際には環境局ホームページで導入推奨機器などの最新情報をご確認の上、必要書類を
添付して申請してください。

主税局　環境減税 検索

【お問い合わせ先】
●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
・主税局課税部法人課税指導課（法人事業税係）　03-5388-2963
・主税局課税部課税指導課（個人事業税係）　　　03-5388-2969

●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること
　「地球温暖化対策報告書制度ヘルプデスク」「導入推奨機器申請窓口」　03-5388-3408　
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区
内
中
小
企
業
の
皆
さ
ん
が
、
事
業
経

営
の
安
定
や
設
備
の
近
代
化
を
図
る
際
に

必
要
な
事
業
資
金
融
資
を
低
利
で
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
、
取
扱
金
融
機
関
に
対
し

て
区
が
融
資
の
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

上
記
以
外
に
も
各
種
融
資
を
ご
用
意
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
部
の
制
度
融
資
に

つ
い
て
は
昨
年
度
か
ら
内
容
を
変
更
し
て

お
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、

　

商
工
相
談
所

　
　

℡
５
７
２
２
︱
９
８
８
０

　
　

月
～
金
曜
日

10
時
～
12
時
、

13
時
～
16
時 

　
　
　
　
　
　

予
約
制

　
　

ま
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
な
お
、
ご
相
談
時
に
は
、
決
算

書
（
ま
た
は
確
定
申
告
書
）
３
期
分
と
印

鑑
（
代
表
印
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
目
黒
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

「
融
資
」
と
検
索
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

目黒区役所ホームページ　http://www.city.meguro.tokyo.jp/

区
役
所
だ
よ
り

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

　
　
推
進
事
業
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
！

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
中
小
企
業
向
け
制
度
融
資

問
…
産
業
経
済
課 

経
済
・
融
資
係　

℡
（
５
７
２
２
）
９
８
７
９

　

目
黒
区
は
、
仕
事
と
子
育
て
・
介
護
の

両
立
支
援
や
男
女
が
と
も
に
働
き
や
す
い

職
場
づ
く
り
な
ど
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
を
推
進
し
て
い
る
区
内
の
事
業

者
を
表
彰
し
、
広
報
誌
や
目
黒
区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
そ
の
取
組
を
広
く
紹
介
し

ま
す
。
ま
た
、
推
進
事
業
者
に
選
定
さ
れ

る
と
、
目
黒
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
一
定
期

間
バ
ナ
ー
広
告
を
無
料
で
掲
載
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
！

■
応
募
対
象

　

目
黒
区
内
に
事
業
所
を
置
き
、
常
時
雇

用
す
る
従
業
員
の
数
が
概
ね
３
０
０
人
以

下
の
企
業
そ
の
他
の
団
体

■
応
募
方
法

　

郵
送
又
は
持
参

＊
所
定
の
応
募
用
紙
（
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
）
に

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
応
募
書
類
等
は
返
却
し
ま
せ
ん
。
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間

　

６
月
１
日
㈮
～
７
月
31
日
㈫

■
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

・
審
査　

８
～
９
月

 

（
書
類
審
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

・
決
定　

９
月

・
表
彰　

10
月

 
（
目
黒
区
中
小
企
業
合
同
顕
彰
式
）

問
…
人
権
政
策
課　

男
女
平
等
政
策
係　

℡
（
５
７
２
２ 

） 

９
２
１
４

目黒区は内閣府／仕事と生活の
調和推進室が推進している国民
運動「カエル・ジャパン・キャ
ンペーン」に参加しています。
http://www8.cao.go.jp/wlb/

■
表
彰
の
対
象
と
な
る
取
組

仕
事
と
子
育
て
・
介
護
の
両
立
支
援

○
子
育
て
・
介
護
の
た
め
の
特
別
休
暇
制
度
が
あ
る

○
子
育
て
・
介
護
に
関
す
る
費
用
の
援
助
制
度
が
あ
る

○
育
児
休
業
中
の
従
業
員
が
職
場
復
帰
す
る
た
め
の
支

援
を
し
て
い
る
な
ど

男
女
が
と
も
に
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り

○
長
時
間
労
働
を
少
な
く
す
る
た
め
の
工
夫
や
意
識
啓

発
を
し
て
い
る

○
勤
務
時
間
や
勤
務
形
態
の
多
様
化
・
弾
力
化
を
進
め

て
い
る

○
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
や
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
対
策
を
し
て
い
る
な
ど

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
独
自
の
取
組

○
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
の
た
め
の
体
制

を
整
備
し
て
い
る

○
地
域
活
動
に
参
加
す
る
従
業
員
を
支
援
し
て
い
る
　

な
ど

詳
し
く
は
目
黒
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

融資名（略称） 貸付限度額 期　間 本人負担利率
小口零細企業

資金融資
（小口）

【経営支援適用】

1 企業　1,250 万円

（信用保証協会の保証付融資の残
高を合わせて 1,250 万円まで）

運転資金　5 年以内
設備資金　7 年以内

（据置 1 年可）
・当初 3 年　無利子

・4 年目以降
　0.1％以内経営安定資金

特別融資
（経安）

1 企業　500 万円
運転資金　5 年以内

（据置 1 年可）

・上記には別途対象要件があります。
・上記以外にも各種融資をご用意しています。
・融資制度の内容については、年度途中で変更する場合があります。
・詳細についてはお問い合わせ下さい。
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目
黒
た
ま
こ

（
祐
天
寺
）

⒆

東
京
ス
リ
バ
チ
学
会

　

武
蔵
野
台
地
上
に
あ
る
、
東
京
都
心

部
は
坂
の
多
い
地
域
で
す
。
な
だ
ら
か

な
台
地
を
多
く
の
河
川
が
削
り
、
そ

れ
が
谷
と
な
っ
て
刻
ま
れ
て
い
る
か

ら
で
、
そ
の
谷
を
ス
リ
バ
チ
と
呼
び
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て
い
る

東
京
ス
リ
バ
チ
学
会
が
話
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
２
月
に
は
会
長
の
皆

川
典
久
さ
ん
が
出
版
し
た
「
東
京
『
ス

リ
バ
チ
』
散
歩
」
（
洋
泉
社
）
は
売
り

切
れ
る
書
店
が
相
次
ぐ
ほ
ど
に
売
れ
て

い
る
と
か
。
月
に
一
度
行
わ
れ
て
い
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
は
海
外
か
ら
の

参
加
者
も
お
り
、
東
京
の
凹
凸
に
満
ち

た
地
形
を
歩
い
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
住
む
目
黒
区
も
当
然
、
そ

う
し
た
凸
凹
の
多
い
土
地
で
、
同
書
の

中
で
は
碑
文
谷
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
地
域
と
し
て
は
目
黒
川
に
注
い
で

い
た
六ろ
く
せ
が
わ

畝
川
、
羅ら
か
ん
じ
が
わ

漢
寺
川
（
い
ず
れ
も

現
在
は
※

暗あ
ん
き
ょ渠
）
が
作
っ
た
谷
や
林
試

の
森
公
園
の
谷
、
桐
ヶ
谷
の
谷
、
そ
し

て
立
会
川
の
刻
ん
だ
谷
な
ど
が
登
場
、

い
つ
も
何
気
な
く
通
っ
て
い
る
風
景
に

自
然
と
歴
史
の
力
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。
テ
レ
ビ
で
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ブ
ラ

タ
モ
リ
」
が
人
気
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
と
こ
ろ
、
地
形
、
歴
史
に
着

目
し
た
街
歩
き
自
体
が
ブ
ー
ム
。
そ
の

観
点
で
考
え
る
と
、
歴
史
、
高
低
差
の

あ
る
地
形
に
満
ち
た
目
黒
は
散
歩
に
は

う
っ
て
つ
け
の
場
所
と
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

※
埋
設
し
た
り
、
蓋
を
し
た
水
路
の
こ
と

ネ
タ
消
費

　

ツ
ィ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な

ど
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す

る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
連
れ

て
増
え
て
い
る
の
が
、
ネ
タ
消
費
と
呼

ば
れ
る
、
自
分
の
書
き
込
み
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
た
め
の
消
費
で
す
。
具
体
的
に

は
話
題
に
な
る
こ
と
を
狙
っ
て
面
白

グ
ッ
ズ
や
珍
商
品
を
購
入
し
た
り
、
各

種
体
験
教
室
に
参
加
し
て
み
た
り
な

ど
。
話
題
に
な
り
だ
し
た
の
は
、
昨
年

11
月
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

が
青
色
の
肉
ま
ん
を
発
売
し
て
以
降
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
青
は
食
品
と
し
て
は

非
常
に
珍
し
い
色
で
、
従
来
で
あ
れ

ば
売
れ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ

が
、
写
真
に
撮
っ
て
ネ
タ
に
す
る
た
め

に
と
購
入
す
る
人
が
続
出
。
そ
の
お
か

げ
で
１
０
０
万
個
も
売
れ
た
の
だ
と

か
。
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
消
費
傾
向

も
変
わ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

広
域
連
合

　

地
方
公
共
団
体
に
は
普
通
地
方
公
共

団
体
（
都
道
府
県
、
市
町
村
）
の
他
に

特
別
区
（
東
京
23
区
）
や
一
部
事
務
組

合
、
広
域
連
合
な
ど
の
特
別
地
方
公
共

団
体
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
広
域

連
合
と
は
複
数
の
普
通
地
方
公
共
団
体

や
特
別
区
が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
部

を
共
同
で
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

置
す
る
組
織
を
指
し
ま
す
。
こ
の
組

織
が
今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、

１
９
９
５
年
の
地
方
自
治
法
改
正
以
来

初
め
て
都
道
府
県
レ
ベ
ル
の
広
域
連
合

が
関
西
で
発
足
、
地
方
分
権
の
受
け
皿

と
な
る
か
、
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

た
め
で
す
。

　

関
西
広
域
連
合
は
滋
賀
県
、
京
都

府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
和
歌
山

県
、
鳥
取
県
、
徳
島
県
の
７
府
県
で

２
０
０
０
年
に
発
足
、
今
年
４
月
に
大

阪
市
、
堺
市
、
８
月
に
京
都
市
、
神
戸

市
が
加
盟
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま

す
。
加
盟
し
た
自
治
体
内
で
は
京
都
府

が
観
光
、
文
化
振
興
、
兵
庫
県
が
防
災
、

滋
賀
県
が
環
境
保
全
な
ど
と
い
っ
た
よ

う
に
、
役
割
を
分
け
て
担
当
す
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
関
西
と
言
い
な
が
ら
、
奈
良

県
が
加
盟
し
て
い
な
い
な
ど
課
題
も
あ

り
、
今
後
の
進
展
が
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
す
。

渋
谷
大
改
造

　

渋
谷
駅
前
の
大
規
模
商
業
施
設
の

オ
ー
プ
ン
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で

す
が
、
渋
谷
の
変
化
は
こ
れ
に
止
ま
り

ま
せ
ん
。
今
後
十
数
年
間
に
渋
谷
駅
周

辺
で
は
５
棟
の
超
高
層
ビ
ル
の
建
設
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
最
高
層

の
ビ
ル
は
２
５
０
ｍ
に
も
及
ぶ
計
画

だ
と
か
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
都
有
地
の

再
開
発
計
画
や
駅
前
広
場
や
バ
ス
・

タ
ク
シ
ー
乗
り
場
、
各
路
線
の
乗
換
え

の
利
便
性
向
上
な
ど
も
図
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
お
り
、
今
の
渋
谷
駅
が
見
ら

れ
る
の
も
、
後
わ
ず
か
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
目
黒
区
民
に
も
利
用
者
の
多
い
駅

だ
け
に
、
便
利
で
安
全
、
使
い
や
す
く

な
る
改
造
な
ら
大
歓
迎
。
楽
し
み
に
見

守
り
ま
し
ょ
う
。

3D の 地 図 も 多 く、
実際に歩いてみたく
なる 1 冊

京都が観光というように、各府
県が得意なジャンルを担当す
ることで無駄を省こうという
のが広域連合の意図
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環境対策シリーズ⒅

「
地
球
の
環
境
問
題
を
考
え
る
」

新
日
本
度
量
衡
器
㈱

代
表
取
締
役　

八
　
木
　
佑
　
幸

◎
地
球
上
に
現
れ
た
人
類
の

　
環
境
破
壊
の
現
実

　

地
球
は
お
よ
そ
46
億
年
前
に
生

ま
れ
、
CO2
ガ
ス
の
充
満
し
た
灼
熱

の
時
代
か
ら
、
次
に
全
球
凍
結
の

時
期
を
過
ぎ
て
、
そ
の
後
酸
素
の

存
在
で
生
命
が
発
生
す
る
。
そ
し

て
気
候
が
安
定
し
た
遥
か
後
に
、

進
化
発
達
し
た
人
類
の
文
明
が
出

来
上
が
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

人
間
は
農
作
物
の
生
産
か
ら
わ

ず
か
５
千
年
位
の
間
に
、
産
業
革

命
後
の
科
学
技
術
の
発
達
に
よ

り
、
地
球
の
至
る
所
へ
進
出
し
生

活
で
き
る
様
に
な
る
。
世
界
の
人

口
は
、
25
年
後
に
は
90
億
人
を
突
破
す
る

と
予
想
さ
れ
、
人
口
の
増
加
は
、
ど
ん
ど

ん
動
植
物
の
生
存
地
域
を
奪
っ
て
い
く
。

こ
れ
ま
で
人
間
の
活
動
は
、
自
然
環
境
破

壊
を
拡
げ
て
、
多
く
の
種
の
絶
滅
を
進
行

さ
せ
る
程
、
地
球
環
境
に
悪
影
響
を
与
え

て
き
た
。

◎
大
量
ゴ
ミ
の
発
生
源
と

　
宇
宙
空
間
！！

　

環
境
破
壊
は
、
自
然
災
害
の
地
震
・
津
波
・

台
風
・
噴
火
等
に
よ
り
、
人
為
的
災
害
は
、

戦
争
・
大
規
模
森
林
伐
採
・
工
業
製
品
化

さ
れ
て
不
要
に
な
っ
た
産
業
廃
棄
物
が
陸

上
・
河
岸
・
海
洋
・
空
中
に
投
棄
さ
れ
た

時
か
ら
発
生
し
、
高
度
成
長
時
代
の
公
害

問
題
や
東
日
本
大
震
災
で
陸
上
と
海
洋
に

出
た
大
量
の
瓦
礫
の
処
理
と
放
射
能
汚
染

問
題
が
今
後
に
残
る
。

　

地
上
よ
り
４
０
０
ｋ
ｍ
上
空
に
は
日
本

の
ほ
か
15
か
国
の
国
際
協
力
の
基
に
技
術

を
結
集
し
た
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｉ

Ｓ
Ｓ
）
が
飛
行
し
て
い
る
。
２
０
１
１
年

７
月
に
完
成
し
て
、
人
類
が
他
の
惑
星
へ

居
住
空
間
を
求
め
、
長
期
滞
在
を
通
し
て

ど
の
様
な
宇
宙
環
境
に
も
順
応
で
き
る
さ

ま
ざ
ま
な
研
究
や
実
験
を
行
う
巨
大
な
施

設
が
地
球
を
一
周
90
分
・
秒
速
7.7
ｋ
ｍ
で

回
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
球
を

周
回
す
る
軌
道
に
は
、
各
国
の
打
ち
上
げ

た
人
工
衛
星
の
運
用
を
終
え
た
部
品
や
破

片
や
小
さ
な
宇
宙
ゴ
ミ
数
十
万
個
が
同
じ

速
さ
で
飛
び
回
っ
て
い
る
為
、
人
工
衛
星

や
大
型
宇
宙
船
の
破
壊
を
避
け
る
為
に
は
、

今
後
宇
宙
ご
み
の
発
生
を
制
限
す
る
条
約

「
宇
宙
活
動
の
国
際
行
動
規
範
」
の
策
定

が
急
が
れ
て
い
る
。
こ
の
大
空
間
の
ゴ
ミ

処
理
に
は
、
莫
大
な
費
用
と
時
間
が
今
後

発
生
す
る
と
思
わ
れ
る
。

◎
地
球
温
暖
化
に
よ
る
弊
害
と
は
！！

　

地
球
温
暖
化
の
原
因
は
石

油
・
石
炭
・
天
然
ガ
ス
等
の

大
量
消
費
や
森
林
の
焼
畑
農

業
化
や
大
規
模
伐
採
に
よ
り
CO2
の
大
量
発

生
と
酸
素
源
の
消
滅
、
大
気
と
海
水
の
温

度
を
上
昇
さ
せ
、
珊
瑚
の
白
化
死
現
象
で

海
中
の
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
作
用
と
酸
素

の
製
造
源
を
消
失
さ
せ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
農
産
物
の
米
や
果
実
が
、
漁

業
で
は
漁
獲
・
魚
種
が
南
か
ら
北
へ
移
動

の
影
響
を
受
け
て
い
る
昨
今
、
海
外
で
は

北
極
海
の
氷
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
氷
河
の
減
少
、

ツ
バ
ル
島
や
イ
タ
リ
ア
各
地
の
海
面
上
昇

に
よ
る
浸
水
現
象
・
さ
ら
に
異
常
気
象
に

よ
る
暑
夏
・
旱
魃
・
砂
漠
化
・
集
中
豪
雨
・

竜
巻
等
に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
最
近
数
多

く
報
道
さ
れ
て
い
る
。

◎
地
球
環
境
を
守
る
取
組
み
の
決
定
！！

　

１
９
８
２
年
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
で
酸
性

雨
・
海
洋
汚
染
・
フ
ロ
ン
問
題
か
ら
始
ま

り
、
リ
オ
の
国
連
主
催
１
８
０
か
国
の
地

球
サ
ミ
ッ
ト
・
Ｃ
Ｏ
Ｐ
３
地
球
温
暖
化
防

止
会
議
で
温
室
効
果
ガ
ス
の
６
％
削
減
が

決
ま
っ
た
。

　

日
本
で
は
２
０
０
８
年
２
月
京
都
議
定

書
発
効
後
、
２
０
１
０
年
３
月
に
地
球
温

暖
化
防
止
法
が
閣
議
成
立
し
、
国
か
ら
各

都
道
府
県
に
対
し
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減

目
標
を
指
示
し
、
東
京
都
は
都
庁
舎
に
同

防
止
活
動
セ
ン
タ
ー
を
置
い
て
、
各
区
の

個
人
・
事
業
所
・
学
校
等
効
果
の
見
込
ま

れ
る
団
体
に
対
し
て
、
身
近
な
温
暖
化
対

策
と
し
て
２
年
前
か
ら
「
地
球
温
暖
化
対

策
報
告
書
」
の
提
出
を
求
め
、
目
黒
法
人

会
で
も
実
施
の
協
力
を
各
社
に
依
頼
し
て

い
る
。
平
成
24
年
５
月
10
日
、
目
黒
パ
ー

シ
モ
ン
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
「
地
球
環

境
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
、
参
加
者

に
そ
の
意
義
・
書
き
方
等
が
説
明
さ
れ
た
。

◎
今
後
の
温
暖
化
防
止
策
と
実
施
案
！！

　

昨
年
の
原
発
事
故
で
原
子
力
発
電
の
再

稼
働
で
き
な
い
状
態
の
中
、
火
力
発
電
に

依
存
し
な
け
れ
ば
電
力
確
保
出
来
な
い
現

状
で
、
国
際
会
議
の
取
り
組
み
も
25
年
後

の
先
送
り
提
案
で
は
自
然
環
境
は
破
壊
さ

れ
て
し
ま
う
。
２
１
０
０
年
ま
で
こ
の
ま

ま
温
暖
化
が
進
む
と
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
予
測
は
６
℃
の
気
温
上
昇
と

出
て
い
る
。

　

人
類
と
共
生
す
る
生
態
系
へ
の
影
響
を

守
る
為
に
も
国
連
の
叡
智
を
集
め
た
国
際

条
約
の
基
に
、
全
人
類
の
協
力
策
が
一
刻

も
早
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「地球環境シンポジウム」
パネルディスカッションの模様
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17
万
１
１
０
１
人
、
皆
さ
ん
、
こ
の
数

字
が
何
で
あ
る
か
ご
想
像
で
き
ま
す
で

し
ょ
う
か
。
実
は
、
こ
れ
は
、
春
の
中
目

黒
の
メ
イ
ン
・
イ
ベ
ン
ト
「
中
目
黒
桜
ま

つ
り
」
が
開
催
さ
れ
た
今
年
４
月
８
日
㈰

の
中
目
黒
駅
で
の
乗
降
客
数
で
す
。
昨
年

は
、
東
日
本
大
震
災
の
為
に
中
止
に
な
っ

た
経
緯
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
一
昨
年
の

同
イ
ベ
ン
ト
の
日
（
４
月
４
日
）
の
乗
降

者
数
12
万
４
４
０
７
人
と
比
較
し
て
み
ま

す
と
、
大
雑
把
に
言
っ
て
、
約
５
万
人
、

40
パ
ー
セ
ン
ト
も
増
大
し
て
い
ま
す
。

　

目
黒
川
の
桜
は
、
今
や
上
野
公
園
、
千

鳥
ケ
淵
と
並
び
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
こ
れ
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
今
の
桜
は
実
は
三
代
目
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
初
代
は
戦
争
で
消
失
し
、
戦
後

植
え
ら
れ
た
二
代
目
も
昭
和
32
年
頃
の
水

害
で
被
害
を
受
け
た
と
の
こ
と
。
30
年
ほ

ど
前
ま
で
は
目
黒
川
は
雨
で
よ
く
氾
濫
し

ま
し
た
。
昭
和
50
年
代
半
ば
、
私
は
会
社

勤
務
で
札
幌
に
お
り
ま
し
た
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
全
国
ニ
ュ
ー
ス
で
台
風
の
た
め
目
黒
川

が
氾
濫
し
、
中
目
黒
駅
周
辺
が
て
ん
や
わ

ん
や
の
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
の
報
に
接
し
て
、

驚
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
こ
の
水
害
を
無
く
す
た
め
に
今
の
舟

入
場
公
園
の
下
に
貯
水
池
が
設
置
さ
れ
る

と
と
も
に
護
岸
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
に
15
年
位
成
長
し
た
苗
木
が
再
植

樹
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
三
代
目
で
す
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
町
会
等
の
地
元
住

民
の
熱
心
な
運
動
が
大
き
く
働
い
た
と
聞

い
て
お
り
ま
す
。

　

中
目
黒
は
、
こ
こ
10
年
ほ
ど
で
景
観

も
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
、

２
０
０
２
年
に
中
目
黒
駅
周
辺
の
再
開
発

の
第
一
弾
と
し
て
、
中
目
黒
Ｇ
Ｔ(

ゲ
ー
ト

タ
ウ
ン)

が
完
成
し
ま
し
た
。
６
９
７
１

㎡
の
敷
地
に
、
25
階
建
て
の
オ
フ
ィ
ス
タ

ワ
ー
、
89
戸
の
住
居
棟
、
ホ
ー
ル
・
図
書
館
、

専
門
店
・
レ
ス
ト
ラ
ン
等
が
建
つ
本
格
的

な
再
開
発
で
し
た
。

　

翌
２
０
０
３
年
に
は
、
元
千
代
田
生
命

本
社
建
物
に
目
黒
区
役
所
が
目
黒
都
税
事

務
所
と
目
黒
保
健
所
と
と
も
に
移
転
し
て
、

目
黒
区
総
合
庁
舎
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
２
０
０
９
年
に
は
駅
前
再
開

発
の
第
二
弾
と
し
て
、
上
目
黒
一
丁
目
地

区
再
開
発
が
完
成
し
ま
し
た
。
６
８
９
０

㎡
の
敷
地
で
、
地
上
45
階
建
、
１
６
０
ｍ

超
の
中
目
黒
ア
ト
ラ
ス
タ
ワ
ー
は
、
い
ま

や
中
目
黒
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い

ま
す
。
１
階
か
ら
５
階
ま
で
は
飲
食
・
医

療
施
設
・
保
育
園
等
が
入
っ
て
お
り
、
そ

の
上
は
住
宅
５
４
１
戸
が
入
居
し
て
い
ま

す
。
こ
の
他
に
「
中
目
黒
ア
リ
ー
ナ
」
と

呼
ば
れ
る
商
業
施
設
等
が
あ
り
、
全
体
と

し
て
「
ナ
カ
メ
ア
ル
カ
ス
」
と
称
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
、
「
お
し
ゃ
れ

な
町
」
、
「
芸
能
人
が
住
む
町
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
高
く
な
り
、
来
訪
者
が
増
え

て
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を
迎
え

る
地
元
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
夏
の
風
物
詩
と

な
っ
て
い
る
の
が
、
「
中
目
黒
夏
ま
つ
り
」

で
す
。
８
月
の
最
初
の
土
日
そ
れ
ぞ
れ
に
、

「
阿
波
踊
り
」
と
「
よ
さ
こ
い
踊
り
」
が

駅
周
辺
で
、
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の

う
ち
の
阿
波
踊
り
に
、
目
黒
法
人
会
は
、

第
３
支
部
が
窓
口
と
な
っ
て
２
０
０
４
年

か
ら
参
加
。
多
く
の
外
国
人
方
に
も
加
わ
っ

て
い
た
だ
き
、
昨
年
か
ら
は
女
性
部
会
か

ら
も
大
勢
の
参
加
を
見
、
今
や
80
名
前
後

の
大
所
帯
と
な
っ
た
「
目
黒
法
人
会
連
」

は
異
彩
を
放
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
協

力
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。

　

中
目
黒
に
は
、
こ
の
他
に
も
四
季
折
々

の
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
、
魅
力
あ
る
グ
ル
メ
・

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
店
舗
等
が
多
数
あ
る
ほ

か
、
お
勧
め
の
散
歩
コ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
知
り
た
い
方
に
は
、
今
春
発
売
と

な
っ
た
『
中
目
の
黒
本
』
が
お
勧
め
で
す

（
定
価
２
０
０
円
）
。
マ
ス
コ
ミ
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
中
目
黒
駅
周
辺
の

本
屋
さ
ん
・
め
ぐ
ろ
観
光
ま
ち
づ
く
り
協

会
等
で
好
評
販
売
中
で
す
。

中
目
黒
と
い
う
地
域

第
３
支
部 

支
部
長

㈱
鏑
木
本
店
（
上
目
黒
）

代
表
取
締
役　

鏑　

木　

敏　

嗣

中目黒再開発の高層ビルと目黒区総合庁舎
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目黒区内中学生の作品    　　 税金は　暮らしを守る　防波堤 　　

目黒区役所１Ｆ
東京法務局目黒証明書センター
６月 11日 ㈪ OPEN ！

取得できる証明書
● 不動産登記事項証明書（１通　７００円）
（地番・家屋番号が特定できないと取得できませんので，権利書などでご確認の上お越し下さい。）

● 商業・法人登記事項証明書（１通　７００円）

● 会社・法人の印鑑証明書（１通　５００円）
（印鑑カード及び代表者の生年月日の入力が必要です。）

※手数料は収入印紙で納めていただきます（目黒区役所１Ｆの売店で購入できます）。
※地図（公図），建物図面，地籍測量図に関する証明書，要約書，１通につき多枚数（21 枚以上）と
　なる証明書等，一部の証明書については取得することができませんのでご注意下さい。

お問い合わせ先：東京法務局民事行政調査官室　03-5213-1319

登記事項証明書 ( 不動産・会社 )

印鑑証明書 ( 会社 ) が
タッチパネル型請求機で取得できます。

一般的な登記相談に応じます。
是非ご利用ください！

取扱時間
午前９：００～午後４：３０
平日（祝日を除く月～金曜日）

場　　所
目黒区上目黒二丁目 19番 15 号
目黒区役所１Ｆ
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       セミナー・講演会・イベント・相談会参加申込書（コピーしてお使いください）
参加行事名 開催月日 参加者ご芳名 ご役職名・その他

お申込会社名 : TEL FAX

お申込会社住所 : E-mail:

※左記以外にも、各種講演会・セミナー・勉強会などを企画・開催しておりますのでお問合せください
※セミナー・講演会・イベント等の参加、経営、税務、労務等の相談などのお問合せ、お申込みは　
　公益社団法人目黒法人会事務局宛お願いします。  
　ＦＡＸ：３７１２−８８２９  TEL：３７１２−９５８８  E メールアドレス：mg_info@tohoren.or.jp

（他会会員の方、会員以外に一般の方のご参加をお待ちしています）

目黒区内中学生の作品    　　 税金が創る未来の　設計図 　　

第 47 回 中目黒阿波踊り
（目黒法人会連参加）

８月４日㈯
18 時 30 分より

演技開始

中目黒駅周辺
（目黒銀座商店街他）

・踊り手・楽器演奏へのご参加または運営等のお
手伝いを募集しております。

・阿波踊りの練習会を行っています。

やさしい経理税務セミナー
シリーズ９回目

（誰でも参加自由）
８月８日㈬ 15 時～ 目黒法人会館

２階会議室

決算の手続き（貸倒れに対しての処理、固定資産
の減価償却・売却等の場合の処理）の説明。
消費税について課税事業者、免税事業者、簡易課
税等の選択届出書の提出に際しての注意事項等
（一例として、免税事業者及簡易課税選択届出書
を提出している場合は、消費税の還付を受けるこ
とが出来ない）

やさしい経理税務セミナー
シリーズ 10 回目

（誰でも参加自由）
８月 22 日㈬ 15 時～ 目黒法人会館

２階会議室

決算手続き（決算整理事項の処理、繰延・見越し
に関する処理、精算表の作成）の説明。
消費税の取り扱いについて税込処理及び税抜処理
を選択した場合の注意事項、特殊な処理の場合
（課税売上割合 95％基準、みなし仕入れ率 75％
ルール等）の説明

やさしい経理税務セミナー
シリーズ 11 回目

（誰でも参加自由）
９月 12 日㈬ 15 時～ 目黒法人会館

２階会議室

会社の諸税金についての規定（源泉所得税、印紙
税、消費税、固定資産税、事業所税等）について
の説明

中小企業経営実践セミナー
「経理実務のための

３級簿記講座」
（定員 50 名）

９月 12 日～１０月 31 日
の毎週水・金曜日
（延べ 15 回）

18 時 30 分より２時間

中小企業センター
５階会議室

（区民センター内）
（誰でも参加自由）

経理実務面のポイント等も交えて簿記３級を学習
します。
・講師：税理士　
・受講料：9,000 円　( テキスト代込み）

第 36 回目黒区民まつり
（ＳＵＮ・さんままつり）

9 月 16 日㈰
10 時～ 16 時

目黒区民センター
（目黒区目黒 2-4-36）

税を身近なものに感じてもらう機会を提供すると
ともに、税の大切さ、お金の大切さを理解する
ことで、納税意識の高揚を図る目的で、税金クイ
ズ、１億円レプリカ重さ体験コーナー、e-Tax Ｐ
Ｒコーナー等実施

やさしい経理税務
シリーズ 12 回目

（誰でも参加自由）
9 月 26 日㈬ 15 時～ 目黒法人会館

２階会議室

財務諸表の見かた（貸借対照表、損益計算書）、
第三の決算書として注目されているキャッシュフ
ロー計算書の作成の基礎と黒字倒産の防止等の説
明、会社役員所得等の取り扱いの注意点等

普通救命技術者
資格講習会

10 月 12 日㈮
18 時 30 分～ 目黒消防署 ４階

救急処置法を楽しく知るとともに、大事な人命を
救うために所定のカリキュラムを受講するとＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）の操作、心肺蘇生法な
どを含めた「普通救命技術者資格」が取得できま
す。

第 19 回 
めぐろ童謡コンサート

10 月 14 日㈰
13 時開演

めぐろパーシモン
ホール　大ホール

橘田恵美子氏、ふどう幼稚園、目黒児童合唱クラ
ブ、目黒区立第一中学校吹奏学部、都立目黒高校
PTA コーラス、目黒混声合唱団
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目黒区内中学生の作品    　　 税から生まれる　身近な安心 　　

公益社団法人 目黒法人会イベント情報
（どなたでも参加できます。お待ちしております。）

公益社団法人 目黒法人会では、各種セミナー・講演会・説明会を開催致しております。  毎週水曜日は「研修の日」とし、
下記以外にも随時開催しておりますので、公益社団法人 目黒法人会事務局（TEL：３７１２−９５８８）までお問合せく
ださい。
最新のイベント情報は、当会のホームページ（http://www.tohoren.or.jp/meguro/）をご覧ください。

行     事 日      時 会       場 内                         容

 人  事  労  務
    相  談  室

( 誰でも参加自由）

相談予約は
法人会事務局へ

 (TEL 3712-9588）

法人会館
もしくは申込会社

人事労務の諸問題を事業経営のなかでいかに解決
するか等相談コーナー
・人事・労務・賃金全般
・社会・労働保険全般（厚生年金、健康保険、
　労働保険など）
・経営・金融など相談全般

インターネットセミナー
ご不明の場合は
法人会事務局へ

 (TEL 3712-9588）

ご使用の
パソコンから

アクセス下さい

・目黒法人会のホームページから無料でセミナー
がご覧いただきます

　(http：//www.tohoren.or.jp/meguro/）
・会員以外の方もセミナーが無料で受講できます

新設法人説明会
( 誰でも参加自由）

8 月 24 日㈮ 13 時 30 分 目黒税務署

新設法人対象（会員不問）税知識、会社設立に伴
う税務手続きを親切に解説します
（ホームページの「新設法人企業経営者の皆様
に」をご覧下さい）

 10 月 22 日㈪ 13 時 30 分 目黒税務署

 12 月　6 日㈭ 13 時 30 分 目黒税務署

2 月 14 日㈭ 13 時 30 分 目黒法人会館

4 月 18 日㈭ 13 時 30 分 目黒税務署

決算法人説明会
( 誰でも参加自由）

8 月 28 日㈫ 14 時 目黒税務署

決算期を迎える法人対象 ( 会員不問）
主に決算・申告の実務、法人税、消費税、印紙税、
源泉所得税等を解説します。

9 月 20 日㈭ 14 時 目黒税務署

10 月 18 日㈭ 14 時 目黒税務署

11 月 22 日㈭ 14 時 目黒税務署

12 月 11 日㈫ 14 時 目黒税務署

1 月 16 日㈬ 14 時 SMBC 日興証券

2 月 19 日㈫ 14 時 SMBC 日興証券

3 月 26 日㈫ 14 時 目黒区民センター

やさしい経理税務セミナー
　シリーズ７回目

（誰でも参加自由）
7 月 11 日㈬ 15 時～ 目黒法人会館

2 階会議室

決算の手続き（決算整理、精算表の作成有価証券
の評価替え等）について。
法人税法に基づく決算に際しての社会保険料や給
与等の未払費用の処理、保有債権の評価及び貸倒
処理、その他各種評価損の計上、保険等の取扱い
等の理解

やさしい経理税務セミナー
シリーズ８回目

（誰でも参加自由）
7 月 25 日㈬ 15 時～ 目黒法人会館

2 階会議室

決算の手続き（一時の損金処理、資産計上の場合、
売上総利益・売上原価）について。税務申告に際
しての注意事項（申告税額の過不足が生じた場合
の修正申告、再生の請求等）、税務調査に対して
の心構え等（備え付けの書類等）の理解

第 49 回目黒区商工まつり
経済講演会

江戸に学ぶ
都市経済と文化の発展

7 月 27 日㈮
18 時～ 19 時 30 分

講師 : 徳川恒孝 氏
（公益財団法人 徳川記念財団 理事長）

目黒区民センター
ホール

（目黒区目黒 2-4-36）

江戸は 18 世紀初頭に世界随一の 100 万都市とし
て発展。その背景には何があったのか。都市経済
や文化の側面、リサイクル先進都市であった江戸
から学び、そして将来へと受け継いでいくべき環
境配慮型の社会やビジネスの大切さをお伺いしま
す。

第 49 回 目黒区商工まつり
租税教室

（税金クイズ等）

7 月 28 日㈯～ 29 日㈰
10 時～ 17 時

目黒区民センター
（目黒区目黒 2-4-36）

税を身近なものに感じてもらう機会を提供すると
ともに、税の大切さ、お金の大切さを理解するこ
とおよび、納税意識の高揚を図る目的で、税金ク
イズ、１億円レプリカ重さ体験コーナー、e-Tax
ＰＲコーナー等実施
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編
集
後
記

　

今
年
も
あ
っ
と
い
う
間
に
半
分
が
過
ぎ
、
１
年
経
つ
の
が
年
々
早
く
な
る
よ

う
に
感
じ
る
。
変
化
が
少
な
い
と
振
り
返
っ
た
と
き
に
そ
の
時
間
は
短
く
感
じ
、

変
化
が
多
い
と
そ
の
時
間
は
長
く
感
じ
る
と
い
う
説
も
あ
る
と
の
こ
と
。
子
供

た
ち
の
よ
う
に
新
し
い
発
見
に
目
を
輝
か
し
て
い
る
と
長
く
感
じ
る
も
の
だ
ろ

う
か
。
世
の
中
は
常
に
変
化
し
そ
の
速
度
は
増
し
て
い
る
。
既
存
に
と
ら
わ
れ

ず
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

Ｓ
・
Ｏ)

　

振
り
込
め
詐
欺
被
害
が
多
い
の
は
東

京
。
振
り
込
め
詐
欺
に
は
架
空
請
求
や

還
付
金
詐
欺
な
ど
い
く
つ
か
の
種
類
が

あ
る
が
、
東
京
は
オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
被

害
率
が
き
わ
め
て
高
い
。
経
済
的
余
裕

が
あ
る
の
で
「
子
供
の
た
め
な
ら
ば
」

と
金
を
振
り
込
ん
で
し
ま
う
の
が
い
ち

ば
ん
の
理
由
だ
が
、
東
京
の
希
薄
な

人
間
関
係
も
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

る
。

　

逆
に
、
最
下
位
と
な
っ
た
鹿
児
島
県

民
が
だ
ま
さ
れ
な
い
の
は
金
銭
感
覚
が

シ
ビ
ア
な
う
え
に
、
近
隣
の
付
き
合
い

が
密
な
た
め
相
談
す
る
人
が
多
く
、
意

外
に
ク
ー
ル
で
パ
ニ
ッ
ク
に
な
ら
な
い

か
ら
だ
。
東
京
都
民
は
ク
ー
ル
に
見
え

る
が
意
外
に
人
情
型
で
、
す
ぐ
に
人
を

信
用
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
も
体
裁

を
重
ん
じ
る
の
で
「
ケ
チ
と
思
わ
れ
た

く
な
い
」
「
メ
ン
ツ
を
保
ち
た
い
」
、

そ
ん
な
思
い
が
頭
の
中
を
駆
け
め
ぐ

り
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
直
行
し
て
し
ま
う
の

だ
。

Ｆ
・
Ａ

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

「
県
民
性
」

目黒区内中学生の作品    　　 税金を　納めて分る　社会貢献 　　

お問合せ・申込は公益社団法人目黒法人会事務局へ
Tel:3712-9588  Fax:3712-8829  E-mail: mg_fujie@tohoren.or.jp

第 47 回「中目黒阿波踊り」
目黒法人会連参加者募集
　目黒法人会第３支部では「目黒法人
会連」連として８年前から「阿波踊
り」に参加し、昨年は 80 余名の参加をみました。今年も多
くの方々に参加していただき、また楽しんでいただければと
参加者を募集しております。

＜中目黒阿波踊り＞
日時：平成 24 年８月４日（土）
　　　午後６時 30 分より演技開始
場所：東横線中目黒駅周辺（目黒銀座商店街他）
募集人員：80 名
　　　（踊り手と楽器演奏：太鼓・笛・三味線）

練習日・練習会場予定（自由参加）
　目黒信用金庫本部４階集会室
　　７月 18 日（水）、25 日（水）
　上目黒三丁目町会会館
　　７月 23 日（月）、30 日（月）、８月未定
　時間：午後６時～８時

踊り手・楽器演奏へのご参加または運営等のお手伝いをご希
望の方は、下記までご連絡下さい。

連絡先：公益社団法人目黒法人会事務局
TEL:3712-9588 FAX:3712-8829
Email: mg_fujie@tohoren.or.jp
※目黒銀座通り小幡歯科前に目黒法人会特別見学席を設けて
おりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。

目黒リバーサイドフェスティバル経済講演会
日　時：平成 24 年７月 27 日㈮
　　　　午後６時 00 分開演
開　場：目黒区民センターホール
講　師：徳川家第 18 代当主　徳川恒孝 氏
テーマ：江戸に学ぶ都市経済と文化の発展」

中小企業経営実践セミナー
経理実務のための「３級簿記講座」
　もともと簿記というのは「帳簿記入」の略語。つまり簿
記を学習することにより、まず帳簿が書けるようになりま
す。そしてもっとも大事なことは、この帳簿を読めるよう
になることです。現在ではコンピュータで処理することが
多くなってきていますので、特に知識を持つことが重要に
なります。導入し易い 3 級講座から始めて簿記全体を学習
していきましょう。

日時：平成 24 年 9 月 12 日～ 10 月 31 日の
　　　毎週・水・金曜日（延べ 15 日間）
　　　午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分
会場：中小企業センター５階会議室
　　　（区民センター内）
内容：経理実務面のポイント等も交えて簿記３級を
　　　学習する
講師：未定
対象：区内在住または在勤者
定員：50 人（申し込み順）
費用：受講料 9,000 円（テキスト代込み）

お問合せ・お申し込みは
公益社団法人目黒法人会事務局へ
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